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しずおか                                           ２０２０年 ２月２６日            

県勤協連ニュース    ３５４号 
                     

静岡県勤労者協議会連合会 

                    TEL・FAX 054-273-5130 

 

                ホームページ   http://kinrokyo.net/shizuoka/ 

                  Ｅ－メールアドレス shizuoka@kinrokyo.net  
 

第５７回県政懇談会開催 
 
本年度県政懇談会は、各地区勤労協が検討し

てきた課題を集約し、要望書をまとめ、２月３

日（月）に開催しました。 

 関係当局との懇談会は静岡県庁本館４０１

会議室において１３時３０分より開会。県勤協

連及び各地区勤労協役員２９名が出席しまし

た。 

冒頭、堀内会長から宮崎労働雇用政策課長代

理（就業支援局労働雇用政策課・労働政策班

長・坪田恵氏）に川勝知事宛の要望書を提出。

進行は福井事務局長及び労働政策課が担当し

ました。 

主な内容は次の通りです。 

 

◆１３：３０～１３：４０  

要望書の提出 堀内県勤協連会長 

要請に関する趣旨説明 福井県勤協連事務

局長 

 

◆１３：４０～１４：１０  

要望書第１項 

「静岡県人材確保・育成プラン」 

 

静岡県では中・長期的な対策として社会総が

かりで取り組むべき人材の確保・育成施策の

方向性を示す「静岡県人材確保・育成プラン」

（計画年度:２０１８～２１年度）が策定さ

れています。 

具体的な施策展開についてお伺いします。 

（１）県内産業の成長を担う人材の確保 

（２）高度の知識と技術を持つ人づくり 

（３）誰もがいきいきと働ける環境づくり 

（４）郷土を担う子どもたちの「生きる道」

としての仕事を学ぶ環境づくり 

これらの県の施策について説明を受け、意見を

交換しました。 
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＜県側説明担当課 経済産業部・労働雇用政策課・坪田氏＞ 

 

 

 
（参考）(人材不足の深刻化・中小企業等の採用にかかる課題) 
■「⼈材確保プラットフォーム」を構築し、①中⼩企業等の採⽤活動⽀援、②プロフェッショナル⼈材
の中⼩企業等への紹介、③⾼校⽣の就職⽀援など、プラットフォームに配置したコーディネーター等に
よる、総合的な⽀援を実施する。 
■業界団体等が⾏う業界ごとの実態や特殊性を踏まえた新たな⼈材確保対策に対し助成し、効果的な産
業⼈材の確保を図る。 
■国(労働局)などとの協⼒体制をこれまで以上に強め、ハローワークなどと連携して、就職⾯接会や相
談会を重点的に実施する。 
■県内企業の採⽤⼒を高めるため、「中⼩企業のための⼈材確保⼒向上セミナー」等、多様な採⽤活動
に役立つセミナーや個別相談会を実施するとともに、⾸都圏での個別説明会の会場提供を⾏うことな
ど、特に中⼩企業等の弱点となっている採⽤活動への⽀援を強化する。 
■企業のインターンシップ実施を促進するため、セミナーやマニュアルなどを活⽤し、導⼊に向けた⽀
援を⾏う。 
■ＩＣＴの活⽤のほか、「静岡県ＩｏＴ活⽤研究会」の活動を通じて、ＩｏＴの最新情報や先進事例を
提供し普及啓発を図るとともに、企業現場へのＩＣＴ導⼊の取組を支援する。 
■中⼩企業等におけるＩＴ等を活⽤した⽣産性向上の取組などへの⽀援や⽣産性向上をアドバイスで
きるインストラクターの養成事業への助成などを実施する。 
■経営⾰新計画等に基づき⽣産性の向上にチャレンジする中⼩企業・⼩規模企業の取組を支援する。 
(大学・短期大学・専修学校・高校新卒者等の状況) 
■県内３か所の「しずおかジョブステーション」、⾸都圏の「静岡Ｕ・Ｉターン就職サポートセンター」
を中⼼に、個別の就職相談や企業紹介、就職応援セミナー等を実施し、県内企業の持つ高い技術⼒や将
来性、職場環境などの企業情報とともに、県の施策により県内に就職された⽅の協⼒を得るなどして、
本県の暮らしやすさや地域の魅⼒を効果的に発信し、⼤都市圏からのＵ・Ｉターン就職や県内⼤学・短
期⼤学・専修学校等出⾝者の県内就職を促進する。 
■県内出⾝学⽣が多く進学している県外⼤学との「就職⽀援協定」の締結を促進する(2018 年(平成 30 
年)３⽉ 15 ⽇現在、20 ⼤学と協定締結)。協定締結⼤学における「静岡県への就職ガイダンス」や「保
護者会」へのアプローチを拡充するとともに、⼤学の就職相談窓⼝等の担当者を対象としたバスツアー
の実施などにより、⼀過性に終わらない取組を強化し、本県出⾝学⽣の県内企業への就職を促進する。 
■就職⽀援協定を締結している⼤学などを中⼼に、県内企業で働く⼤学 OB・OG のガイダンス等への参
加を増やすとともに、県内企業に対しＯＢ・ＯＧ訪問の受け入れへの協⼒を働き掛け、学⽣の本県への
Ｕターン就職を促進する。 
■本県の就職⽀援サイト「しずおか就職ｎｅｔ」において、県内の企業情報や採⽤情報、さらには、本
県の暮らしやすさや地域の魅⼒、⽣涯収⽀モデルプランなど、⾸都圏等と 
比較して「強み」となる新しい本県の情報を発信することで、学⽣への訴求⼒を強化するとともに、関
係機関と連携して、学⽣と若⼿社員の交流会等、学⽣と県内企業を結びつける機会を提供していく。 
■「しずおか就職 net」において、市町・⺠間団体等の窓⼝を分かりやすく案内する。 

（静岡県 HP＞しずおか労働福祉情報＞静岡県産業人材確保・育成プランより） 
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静岡県 児童相談所における対応件数 全国 
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 ◆１４：１０～１４：５０  

要望書第２項 

静岡県子育て支援策・児童虐待相談の現状」  

（１）静岡県は「子どもの貧困対策強化」と一体化した、子育て支援に関する施策方針を盛り込ん 

だ「ふじさんっこ応援プラン」の次期計画策定に着手しました。 

 次期応援プランの内容についてお伺いし  

ます。 

①計画策定の趣旨、計画の位置付け、計 

画期間 

②計画策定の背景 

③計画の方針 

④施策の推進（施策体系） 

（２）静岡県は、幼い命が奪われる痛まし

い事件が全国で相次ぐ中、県内の児童虐待

相談件数が２０１１件と過去最多を更新し

たと発表しました。 

２０１８年度の静岡県内の児童虐待相談件数についてお伺いします。 

 ①児童相談所における虐待相談件数の推移 

②種類別にみた虐待相談件数 

③相談経路別にみた虐待相談件数 

④被虐待児の年齢別状況     

⑤主たる虐待者の近況 

これらの県の施策について説明を受け、意見を交換しました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

（参考資料） 

児童相談所における虐待相談件数の推移 

平成３０年度中に県内の児童相談所（政令市児童相談所を含む）が対応した児童虐待の相談件数は、

２，９１１件で過去最多を記録した。 

 

心理的虐待が過去最多の１，５７２件（５４．０％）で最も多かった。 

（身体的虐待 ６６３件、性的虐待 ４９件、ネグレクト ６２７件） 
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平成 30 年度 主な虐待者の種類別の内訳 （単位：件、％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ （ ）内は、主な虐待者ごとの小計に占める割合 

 割合は小数第二位を四捨五入しているため、合計が 100 パーセントにならない場合がある。 

（静岡県 HP『平成 30 年度の児童虐待相談件数』より） 

 

 

＜県側説明担当課 健康福祉部・こども未来課・中野氏 こども家庭課・鈴木氏＞ 

 

  
実父 

実父以外 

の父親 

 

実母 
実母以外 

の母親 

 

その他 
 

合計 

 

身体的虐待 
278 

(27.5) 

72 

(34.1) 

286 

(19.0) 

6 

(27.3) 

21 

(13.1) 

663 

(22.8) 
 

性的虐待 
20 

(2.0) 

23 

(10.9) 

3 

(0.2) 

0 

(0.0) 

3 

(1.9) 

49 

(1.7) 
 

心理的虐待 
 

653 
(64.7) 

109 

(51.7) 

698 

(46.3) 

10 

(45.5) 

102 

(63.8) 

1,572 

(54.0) 

 

ネグレクト 
58 

(5.7) 

7 

(3.3) 

522 

(34.6) 

6 

(27.3) 

34 

(21.3) 

627 

(21.5) 
 

小計 
 

1,009 
 

211 
 

1,509 
 

22 
 

160 
 

2,911 
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◆１４：５５～１５：４０  

要望書第３項 

「静岡県観光躍進基本計画」 

東京２０２０オリンピック・パラリンピックなど多くの来訪が

期待されるイベントの開催を契機に国内外から、かつて無いほど

の注目を集める時期を迎えます。 

この機を最大限に活かした観光交流の具体的な施策展開につ

いてお伺いします。 

（１）国際力の高い観光地域づくり 

（２）観光客の来訪の促進 

（３）観光人材の育成と来訪者の受入環境の整備 

これらの県の施策について説明を受け、意見を交換しました。 

 

 

（参考資料）「Tokyo2020に向けた観光戦略」（文化・観光部観光交流局）より） 

 

 

 

 

 

＜県側説明担当課 文化観光部・観光政策課・秋定氏＞ 
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☆掛川市勤労協 

市政懇談会を開催 
 
 掛川市勤労者協議会では、毎年市政懇談会を開催しています。 

 今年開催した支部の地域集会において、市の行政等に対する

意見要望、また勤労協としての市への要望等１１項目を取りま

とめ、昨年１２月に要望書を市へ提出し、本年１月２７日市役

所会議室において開催してきました。 

 出席者は勤労協から役員１０名、市からは要望内容に係る担

当課等の出席を受け、市から回答を受けたのち、質疑応答を行

ってきました。 

 市の回答を受け、具体的な対応を求めるなど厳しい論戦がで

きたと思います。 

 内容結果については、後日文書で回答をいただくことになっ

ています。 

 地域における諸問題、高齢化社会における様々な諸問題等について、前向きな回答を引き出したと

考えています。 

 今後とも、住みよいまちづくりに貢献していきたいと思います。 

（通信員 岡田三郎） 

 

 

各地区活動報告 


